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好評のため追加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

講 師 

アタックス税理士法人  

コンサルタント 

角谷 伸司（すみや しんじ） 
主に中堅・上場会社の法人顧問を
担当し、クライアントの会計・税
務問題解決に深く携わる。国際税
務では、税務調査で課題となる事
案に関し見識を生かした対応が高
く評価される。 

料 金 

定 員 1社につき 2名まで 

 平成 29年度の税制改正により外国子会社合算税制（タックスヘイブン税制）の大幅な見直しが行われ、
いよいよ平成 30年 4月 1日以後の事業年度から適用になります。 
そこで今回は、税制改正によって大きく変更したタックスヘイブン税制の変更点について、実務上の留意
点を踏まえて、どこよりもはやくわかりやすく説明します。 
 
◆海外に子会社があるけど、税制改正による実務上の影響はあるの？ 
◆現地国の税負担が 20％以上 30％未満の国は要注意なの？ 
◆今までと何が違うの？どのように対応すべきなの？ 
◆申告書の記載は増えるの、減るの？ 
 
 
 

対 象 海外進出企業の経営者、海外責任者、経理・税務担当者様 

１３：３０～１５：0０(受付開始１３：００～) 

 

 

会場：アタックス東京事務所 セミナールーム(地図裏面) 

日 時 

東京  2018年 10月 18日 木曜日          

無料 

会場：アタックス名古屋事務所 セミナールーム(地図裏面) 

限定 30名 

無料相談 
特典あり 

アタックス税理士法人 代表社員  

公認会計士・税理士 

伊藤 彰夫（いとう あきお） 
 
資本政策、事業承継、相続対策、

M&Aの各ニーズに対応したコンサ
ルティングについて数多く従事。
移転価格税制への対応、海外を活
用したファイナンシャルプランニ
ング、クロスボーダー交渉など、
数多くの実績がある。 

限定 30名 

アタックス税理士法人 社員  

税理士 

永持 祐司（ながもち ゆうじ） 
 
税務顧問から資産税業務を含め

た財産コンサルティングに従事。オ
ールラウンダーなプロジェクトマ
ネージャーとして活躍中。移転価格
税制への対応、クロスボーダー取
引、東南アジアを中心とした税務対
策などの多くの実績がある。 

名古屋 2018年 10月 15日 月曜日          

実務担当者として、これだけは確認しておくべき大事なこと

 

 

～調査の国際化が進展し、海外関連に焦点が注がれます～ 

タックスヘイブン税制の勘どころ 

１３：３０～１５：0０(受付開始１３：００～) 



 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

  

 

 

 

 

■インターネットにてお申込みの場合は、右記を検索ください 

■本セミナーは経営情報の提供を目的に実施するものであり、本イベント中における 

営業活動などはご遠慮いただいておりますので、ご留意くださいますようお願い致します 

■会計事務所・経営コンサルティングファーム等、ご同業者のお申込みはご遠慮ください 

■会場に駐車場のご用意はございません。※公共交通機関をご利用ください 

 

 

  

会社名  資本金 
    千円 社員数        

人 
所在地 

（※請求書送付先） 

〒                                                          TEL（      ）       ― 
                                                            FAX（      ）       ― 

部署・お役職 ご芳名 参加会場 E-mail 

  □名 古 屋(10/15) 
□東   京(10/19) 

                 @ 

部署・お役職 ご芳名 参加会場 E-mail 

  □名 古 屋(10/15) 
□東   京(10/19) 

                 @ 

◆◇◆タックスヘイブン税制の勘どころ◆◇◆ 

13：00～ 受付開始 

13：30～ 開会と挨拶                    代表 国際部 部長  伊藤彰夫 

13：35～ 今さらきけないタックスヘイブン          講師 国際部 副部長 永持祐司 

14：00～ タックスヘイブン改正による実務上のポイントは？  講師 コンサルタント 角谷伸司 

15：00～ 終了 

 
お申込は、①アタックス国際部まで 

②FAXまたはインターネットで 

お問合せ先   アタックス税理士法人  国際部  
TEL：名古屋 (052) 586-8822    担当：佐用 (さ よう ) 

メール：kokusai@attax.co.jp  URL：https://www.attax.co.jp/ 
 

※講演内容は予告なく変更する場合があります。 

お申込は、FAXまたはインターネットで FAX：052-586-8831  

アタックスグループ 検索 

名古屋会場のご案内 東京会場のご案内 

アタックスグループ 名古屋事務所 
〒450-0002 
名古屋市中村区名駅四丁目 4番 10号  
名古屋クロスコートタワー8階 

アタックスグループ 東京事務所 
〒101-0051 
東京都千代田区神田神保町 1-105 
神保町三井ビルディング 16F 

※6月 11日に名古屋事務所移転しました 
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